
 

   令和５年度第３回埼玉県少子化対策協議会 次第 

 

日時：令和６年３月２５日（月） 

   １５：００～１６：００ 

方法：Ｚｏｏｍ 

 

 

１ 開会 

 

 

２ 挨拶                

  議長（埼玉県福祉部少子化対策局長） 

 

 

３ 議題等 

（１）ワーキンググループの報告 

  ① 待機児童対策協議会 

  ② 子育て支援 

  ③ 結婚新生活支援事業 

 

（２）令和６年度事業の共有、報告事項 

    ① こども等の意見を反映したこどもまんなか社会推進事業 

   ② 企業と連携した男性の家事・育児参加推進事業 

     ③ プロスポーツチーム等と連携した「出会いのきっかけづくり」 

     ④ こどもの居場所に係る市町村長向けセミナー及び市町村担当課長研修   

        の開催について 

   ⑤  放課後居場所緊急対策事業 

     ⑥ 保育士配置特例の実施について 

   ⑦ 保育士等の子どもの優先入所等に係る取扱い等について 

     ⑧ こども医療対策助成費について 

 

４ 閉会 



待機児童対策協議会 活動報告 
 

施設整備・環境指導担当 

 

１ 令和５年度の実施状況 

 (1) 開催日 

   令和６年３月５日（ＷＥＢ会議） 

 

 (2) 内容 

  ・「保育の受け皿整備」に関するＫＰＩの設定について 

  ・待機児童対策の取組事例紹介 

   さいたま市「地域型保育事業の連携促進について」 

   戸田市「戸田市における保育人材確保等の具体的な取組について」 

  ・保育所等利用待機児童数調査について 

  ・待機児童対策に関する調査の集計結果についての意見交換 

 

 (3) 協議会委員 

  さいたま市、川越市、川口市、所沢市、東松山市、春日部市、狭山市、上尾市、 

  草加市、入間市、朝霞市、和光市、新座市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、 

  蓮田市、吉川市、白岡市 

 

 

２ 今後の展開 

  各市町村が地域の実情に応じた待機児童対策に取り組めるよう、協議会において好事例

の紹介や意見交換等による情報共有を引き実施していく。 

 

＜参考＞ 

【埼玉県の待機児童数】（各年４月１日現在）                

年 度 H30 H31 R2 R3 R4 R5 

待機児童数(人) 1,552 1,208 1,083 388 296 347 

前年比 294 ▲344 ▲125 ▲695 ▲92 51 

 

 【年齢別待機児童の割合】（令和５年４月１日現在）               

 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳以上児 計 

待機児童数(人) 4 270 51 20 2 347 

構成比（％） 1.1 77.8 14.7 5.8 0.6 100.0 

 
  

 【受入枠拡大数の実績と計画】 

区 分 内 容 
受入枠 

R4 実績(見込) R5 計画 

保育所 
安心こども基金(又は交付金）による保育
所整備等 659 人 800 人 

認定こども園 
安心こども基金(又は交付金）による認定
こども園整備等 740 人 700 人 

地域型保育事業 
小規模保育などによる低年齢児保育の促
進 207 人 200 人 

企業との連携 
企業内保育所の促進、企業主導型保育事業
活用 38 人 － 

合計  1,644 人 1,700 人 

93.6％ 

資料（１）①
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利用者支援専門員

・マタニティハウス（自主事業）

・出産経験者等による相談
・親同士の交流の場
・ベビーボックスの配布

産前・産後事業 就学前事業 就学後事業

保育士等が常駐、出産・子育てに関する相談全般に対応 ➤ 必要な支援先を紹介

・認定こども園（国庫補助事業）

・保護者が就労等の場合
の未就学児の保育
・幼児教育の実施

・放課後児童クラブ（国庫補助事業）

・保護者が就労等の場合
の小学生の保育

多機能型地域子育て支援モデル事業

モデル事業イメージ

※認定こども園（就学前事業）、放課後児童クラブ（就学後事業）を運営している法人が産前・産後事業に取り組むケース
相談

認定こども園から
の利用の継続

マタニティハウスでの支援を契
機に認定こども園に入園

出産経験者等による出産や育児に関する相談
や沐浴指導など妊婦や出産間もない人を対象
とする事業等

（例） マタニティハウス （例） 子育て応援カフェ

就学前の子育て世帯等が気軽に情報交換や交
流できる場を提供する事業等

（例） 宿題カフェ・駄菓子屋

学習支援などを通じて共働き世帯の児童等
の放課後の居場所を提供する事業等

県メニュー例県メニュー例

人件費等を補助
（300万円）

整備費用を補助
（400万円）

産前産後・就学前・就学後事業を切れ目なく実施する事業者に人件費や整備費用等を補助する。
＜補 助 率＞ 県１／２・市町村１／２
＜補助基準額＞ 運営経費：１か所３００万円＋整備経費：１事業につき４００万円（最大２事業）



子育て支援ワーキングについて

日時︓令和５年１１月９日
場所︓栗橋文化会館、学校法人柿沼学園

〇テーマ︓多機能型子育て支援事業について
多機能型地域子育て支援とは…
同一の事業者もしくは、複数の事業者が相互に
連携をし、産前産後から、就学前・就学後まで
の幅広い複数の子育て支援事業を切れ目なく
実施すること。

〇目的︓
利用者支援事業等の実施主体である市町村職

員及び利用者支援専門員等が、多機能型地域子
育て支援事業についての理解を深めることにより、県
内全市町村での導入を後押しする。

・学校法人柿沼学園 理事長 柿沼平太郎氏から、柿沼学園での多機能型地域子育て支援の取
組について講演を受け、先進事例について理解を深めた。

(1)多機能型地域子育て支援の先進事例について

学校法人柿沼学園の子育て支援施設を視察することにより、現場での工夫等について学んだ
【視察先】
①利用者支援事業…子育て案内所（えんむすび）
②産前産後…マタニティハウス（にじいろのおうち）
③就学前…子育て支援センター（森のひろば）、認定こども園（さくらのもり）
④就学後…学童クラブ（en-college）、宿題カフェ（はぴチル）

(３) 現地視察

(２)グループディスカッション

参加者が４つのグループに分かれ、多機能型連携の現状・課題、今回の研修で学んだこと等につ
いて意見交換を実施
【主な意見】
・市町村によって状況が異なる。うまくいっているところもいないところもある。
・子育て支援の現場では、実際に家庭や地域に足を運ぶことにより、親子との信頼関係の構築や、
支援員が地域の資源を把握し必要な支援につなげることができる。

・柿沼学園は理想郷である。一歩でも近づいていかなければならない。
・同じ地域の子育て支援センター同士の連携が重要である。
情報共有を行うことにより、それぞれの支援センターの活動内容や地域の子育て世帯のニーズを
知ることで、より良い子育て支援に繋がっていく。

参加団体︓県、９市町
参加者数︓１９名

参加者

テーマ・目的

日時・場所



結婚新生活支援事業ワーキンググループ 活動報告

手法：書面開催
（令和５年10月17日発出、10月31日回答締切、11月17日実施結果・質疑への回答共有）

構成：第１部 令和６年度結婚新生活支援事業について
第２部 令和５年度都道府県主導型市町村連携コースについて

１ 手法・構成

２ 概要

第１部 ・令和６年度も県として都道府県主導型連携コースを実施予定であることを共有
（連携コース参加市町村は、国からの補助率が１／２から２／３に向上）

・県としての実施予定内容（活用予定の国のメニュー）を共有
・連携コース及び一般コースの参加意向を確認。県への質疑及び回答内容を共有

第２部 ・令和５年度都道府県連携コース参加市町の取組、課題等を共有

３ 国への申請

（１）結婚新生活支援事業
・都道府県主導型市町村連携コース（補助率２／３） １１団体
・一般コース（補助率１／２） ６団体

（２）地域少子化対策重点推進事業 ５団体

資料（１）③



結婚新生活支援事業ワーキンググループ 活動報告

①伴走型結婚支援 ②結婚支援コンシェルジュ

（参考）連携コースで活用予定のメニュー ※こども家庭庁説明資料から抜粋
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こども食堂トップセミナー埼玉(仮称)について
１．開催目的

「こどもの居場所づくりに関する指針」 （R5.12月閣議決定）において、こどもの居場所づくりの主体が市町村であ
ると明文化されたことを受け、こどもの居場所が果たす役割や機能等について、市町村長に御理解いただく。

２．主催
認定ＮＰＯ法人全国こども食堂支援センター・むすびえ、一般社団法人地方行財政調査会 （県共催）

３．開催日時・会場
令和６年５月１３日（月） １４︓００〜１５︓３０ レイボックホール 小ホール（大宮駅徒歩3分）

４．対象 市町村長、副市長村長、市町村こどもの居場所づくり担当課

５．セミナー内容（案）
・ 知事挨拶
・ 埼玉県講演 「県のこどもの居場所づくりの取組について」
・ むすびえ顧問 清原 慶子 氏 講演 （元東京都三鷹市長）
・ むすびえ理事長 湯浅 誠 氏 講演 （東京大学特任教授、こども家庭庁「こども家庭審議会 こどもの居場所部会」委員）

資料（２）④



R6市町村こどもの居場所担当課長会議について
１．開催目的

国や県の事業のほか、こどもの居場所づくりに先進的に取り組んでいる他自治体の事例を紹介し、市町村におけるこ
どもの居場所づくりの取り組みが進むよう、情報共有を図る。

２．開催日時・方法
令和６年４月２３日(火) １４︓００〜１６︓００ オンライン（Zoom）開催

３．開催方法
オンライン（Zoom）開催

３．対象 市町村こどもの居場所担当課長、担当者

４．内容（案）
・ こども支援課長挨拶
・ こどもの居場所づくりの傾向について【埼玉県福祉部こども支援課】

こどもの居場所について、こどもの居場所づくり指針について、国の交付金メニュー、
県の施策及び新規事業、子供の生活に関する実態調査の結果 など

・ こども食堂・未来応援基金について【埼玉県社会福祉協議会】
・ 先進市町村による事例発表（２市町村）
・ 質疑応答



放課後居場所緊急対策事業（保育対策総合支援事業費補助金）

２ 事業の概要・スキーム

１ 事業の目的
○ 放課後児童クラブの利用申込みをしたにもかかわらず利用できない児童の受け皿や多様な居場所を確保する観点から、放課後児童クラ
ブの待機児童が解消するまでの緊急的な措置として、待機児童が１０人以上いる市町村において、児童館・公民館、塾・スポーツクラブ
等に専門スタッフを配置し、入退館の把握や見守りを行い、放課後のこどもの居場所を提供する事業を実施する。

令和６年度予算案 11億円の内数（10億円の内数）※（）内は前年度当初予算額

＜保育対策総合支援事業費補助金（放課後関係）＞

３ 実施主体等

１ 対象児童：保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している

児童や特別支援学校の小学部の児童であり、放課後児童クラブ

を利用できない児童

２ 職員体制：市町村が適当と認めた者を１名以上配置。

３ 開所日数等：原則週３日以上、かつ１日２時間以上

４ 実施場所：児童館、公民館、塾・スポーツクラブなどの既存の社会資源を
活用。

５ 対象事業の要件

（１）本事業の対象は、放課後児童クラブの待機児童が10人以上生じている市
町村（又は生じる見込みのある市町村）とする。

（２）塾・スポーツクラブなどの習い事をして子供が過ごす時間帯は、本事業
の補助対象とならない。

（３）学校敷地外だけでなく、学校敷地内で事業を実施する場合においても補
助対象とする。【拡充】

（４）他の国庫補助を受ける場合は本事業の対象とならない。

【事業イメージ】

【拡充】 小学校の敷地内

専門スタッフ

による見守り

授業終了後、
帰宅せずに
直接児童館
等へ来館

小学校

自宅

専門スタッフ

が入退館の把

握や見守り支

援を行う。

児童館・社会教育施設等

専門スタッフ

による見守り 塾・スポーツクラブ等

塾・スポーツクラブが開催される前

後等に専門スタッフが児童の把握や

見守り支援を行う。

小学校

自宅

【実施主体】 市町村（特別区を含む。）※適切と認めた者に委託可 【補 助 率】 国１／３、都道府県１／３、市町村１／３

【補助基準額（案）】 ①運営費：1,086千円 ②環境整備のための設備費等：500千円
19

成育局 成育環境課

資料（２）⑤



保育所等での職員配置基準の特例
特例制度の概要

1 【朝夕等の児童が少数となる時間帯における保育士配置に係る特例】

保育士は、最低でも２人配置しなければならないが、朝夕など児童が少数となる時間帯におい
ては、保育士２名のうち１名を、知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者に代替
可能

２ 【保育所における保育の実施に当たり必要となる保育士配置に係る特例】

1日８時間を超えて開所している保育所等において、基準上配置しなければならない保育士数
を上回って配置する保育士数について、知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める
者に代替可能

３ 【幼稚園教諭及び小学校教諭並びに養護教諭の活用に係る特例】
幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭を、保育士に代えて活用可能

※ 特例を適用する場合における保育士の必要数
特例を適用する場合であっても、保育士資格を有する者を 、各時間帯において必要となる保育士の数の

３分の２以上置かなければならない。

資料（２）⑥



1 
 

8 0 9  

2 9  

  

29 29  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 29

 

 

 

 

 

 

資料（２）⑦



2 
 

 

22 164 24 73

26 10 859 26

651 0910

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

27

98 0203

 





子 育 て 世 帯 の 医 療 費 負 担 の 軽 減

子供の健康を守り、子育て家庭の経済的負担を軽減するため、子供の医療費助成を行う市町村に補助金を交付する。

目 的

担当 国保医療課 福祉医療・後期高齢者医療担当
内線 ３３６５

【予算額】３，７６９，１０４千円

事業概要

１ こども医療費助成 ３，７６９，１０４千円

（１）市町村事業費補助 ３，７６８，７７１千円【拡充】
・各市町村が実施した子供への医療費助成に対して、県から市町村へ補助金を交付する。（市町村1/2※、県1/2）

※ さいたま市は補助対象外、財政力指数1を超える市町村の補助率は1/2未満

（２）市町村監査等 ３３３千円
・市町村の助成事業実施に関する監査実施や研修等に要する費用
・医療機関等で窓口負担が生じた場合の領収証発行に対する県医師会等への補助

新規・拡充内容

区分 補助対象

通 院 就学前児童

入 院 就学前児童

所得制限 あり

区分 補助対象

通 院 小学校３年生まで

入 院 中学校３年生まで

所得制限 なし

対象年齢拡大
・

所得制限撤廃

事業イメージ（現物給付の場合）

県

助成額の１／２を
市町村に補助

市町村

受 診
（窓口負担なし）

審査支払機関を通じて医療機関に医療費支払

子育て世帯への
医療費助成

医療機関子育て世帯

※補助対象引上げにより、
各市町村が様々な子育て支援を拡充

・補助対象年齢の拡大 〔現在〕 〔拡充後〕
（通院＝小学校３年生まで、
入院＝中学校３年生まで）

・所得制限の撤廃

令和６年度当初予算案における主要な施策（抜粋）
資料（２）⑧－１



乳幼児医療費支給事業補助金交付要綱改正案（抜粋） 

 

※予算議決前、要綱改正決裁前のため内容が変更となる場合があります。 

 

 

（名称） 

 〔改正前〕乳幼児医療費支給事業補助金交付要綱 

 

 〔改正後〕こども医療費支給事業補助金交付要綱 

 

 

（対象児童（第２条）） 

 〔改正前〕県内に住所を有する乳幼児 

 

 〔改正後〕県内に住所を有する１５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にあ

る者 

 

 

（補助対象経費（第３条）） 

 〔改正前〕対象乳幼児の入院及び通院に係る医療費の一部負担金の額から、自己負担額

を控除した額 

 

 〔改正後〕対象児童の入院及び対象児童のうち９歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

での間にある者の通院に係る医療費の一部負担金の額から、自己負担額を控除

した額 

 

 

（所得制限（第４条））   

 〔改正により削除〕 
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（案） 

 
                              国 医 第   号 

                              令和６年４月  日  

 

 各市町村こども医療担当課長 様 

 

 

                   埼玉県保健医療部国保医療課長（公印省略） 

 

 

令和６年度こども医療費支給事業に係る子育て支援の充実について（通知） 
 

 令和６年度から実施される標記事業については、令和５年度まで実施されていた乳幼児医

療費支給事業から助成対象年齢等を拡大しています。 

 そこで、こども医療費支給事業補助金交付要綱（令和６年４月 日国医第 号）第１２条

第３項の「子育て支援の充実」については、別添「「子育て支援の充実」について」のとお

りとしますので、関係書類を令和６年度こども医療費支給事業交付申請書及び実績報告書に

添付して提出してください（交付申請書等の提出依頼は別途通知します）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  担当 福祉医療・後期高齢者医療担当 

                   電話 ０４８（８３０）３３６４ 

                     メールアドレス a3350-05@pref.saitama.lg.jp 

 

※予算議決前、要綱改正決裁前のため内容が変更となる場合があります。

資料（２）⑧－３
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（別添） 

 

「子育て支援の充実」について 

 

１ 概要 

  令和６年度のこども医療費支給事業（旧乳幼児医療費支給事業）の対象年齢拡大にあわ

せて、各市町村において医療費助成の対象拡大を含む「子育て支援の充実」を実施する。 

 

２ 「子育て支援の充実」の内容 

（１）対象事業 

   次の①から③を満たす事業を対象事業とする。 

    ①子育て家庭等を直接支援する事業の拡充 

    ・新規または拡充する事業  

    ・子供や子育て家庭を直接支援する事業 

    （道路整備等の環境づくりなど間接的な支援については対象外とする。） 

 

   ②市町村が任意に実施する事業 

    ・「法令による市町村の実施義務」または「国の計画による実質的な実施義務」

が無く、任意または努力義務の事業 

    （法令で明記された負担を無償化する事業は対象外とする（給食費等）） 

 

   ③継続的に事業費が必要となる事業 

    ・施設整備等の一時的な経費では無く、継続的に事業費が必要となる事業 

    ・子育て支援の充実に要した経費が確認できるように財政負担が明確な事業 

    （国や県の補助があっても市町村負担があれば該当） 

 

  ※ 推奨する取組 

   「子育て支援の充実」として実施する取組については、以下の（ア）～（サ）の取

組を推奨する。ただし、（１）①～③を満たす事業であれば、以下の取組以外でも

対象事業とする。 

    （ア）医療費助成の対象年齢拡大 

    （イ）産後ケア事業の実施 

    （ウ）産婦健康診査事業の充実 
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    （エ）乳児家庭全戸訪問事業の充実 

    （オ）こども家庭センターの設置 

    （カ）子育て世帯訪問支援事業の実施 

    （キ）子育てファミリー応援事業の実施 

    （ク）放課後児童クラブの充実 

    （ケ）医療的ケア児保育支援事業の実施 

    （コ）ジュニア・アスポート事業の実施 

    （サ）困難女性支援法に基づく女性相談支援員配置 

 

（２）対象事業の取り扱いについて 

  ア 子育て支援の質を高めるための物品等の購入 

    子供や子育て家庭が利用する事業や施設に係る図書や遊具等の買い替え・買い増し

などの消耗品や物品購入費等は（１）①の「新規または拡充する事業」に該当する事

業費として扱う。 

 

  イ ソフト事業における新規の取組 

    子供・子育て支援に関するソフト事業（啓発事業など）において、コンセプトやテ

ーマ、内容、対象者、開催方法等について、改善や工夫を行うことで充実させた事業

は（１）①の「新規または拡充する事業」に該当する事業費として扱う。 

 

  ウ 施設・窓口等の整備費用 

    初年度に窓口や施設を整備し、２年目から当該施設の運営費が必要となる事業や施

設については、初年度の事業も２年目以降の事業と同様に（１）③の「継続的に事業

費が必要となる事業」として扱う。 

 

  エ 単年度または短期間に実施される事業 

    医療費助成が継続実施される事業であるため、「子育て支援の充実」も継続実施す

る事業が望ましいが、該当する事業が無い場合は、単年度または短期間（２～3 年程

度）の事業も（１）③の「継続的に事業費が必要となる事業」として扱う（次年度以

降は別の「子育て支援の充実」に関する事業の実施が必要）。 

 

（３）事業費 

    交付申請書に添付する算定調書「１（４） 県補助支給予定額〔再掲〕〕」の「県費
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補助申請額」に相当する事業を実施する（事業を実施した結果、医療費助成額が見込み

より増加した場合や「子育て支援の充実」に要した事業費が見込みより少なくなった場

合でも、交付申請時に提出した実施予定を変更することは不要）。 

 

（４）提出資料 

   ア 交付申請時 

  こども医療費助成の交付申請時に、当該年度の事業実施予定を記載した別紙１「『子

育て支援の充実』に関する事業実施予定」を提出する。 

 

   イ 実績報告時 

  こども医療費助成の実績報告時に、当該年度の事業実施結果を記載した別紙２「『子

育て支援の充実』に関する事業実施結果」を提出する。なお、実施予定だった事業

が変更となった場合の変更申請等は不要とし、別紙２に変更した理由と変更後の事

業の実施結果等を記載すること。 

 



別紙１︓「子育て支援の充実」に関する事業実施予定
市町村名︓
実施年度︓

予算事業名 事業内容 推奨取組 事業費（千円）
※市町村負担分のみ

①新規・拡充 ②任意実施 ③継続事業 備考

1

2

3

事業費計

担 当 課︓
電話番号︓

「予算事業名」…予算調書の事業名を記入（予算事業の一部が対象事業の場合は、対象事業部分の名称を括弧内に記入）
「事業内容」……事業内容を記入　※医療費助成の対象拡大の場合は開始時期・通院・入院別も記入（例︓こども医療費助成対象拡大（R6.10開始、入院・通院＝高校生））
「推奨取組」……通知別添２（１）の「推奨する取組」に該当する事業は（ア）~（サ）を記入
「事 業 費」……対象事業の予算額または見込額を記入（国・県負担分を除いた市町村負担分のみ記入）
「①〜③」………通知別添２（１）「対象事業」の①〜③に該当するかどうか確認し、該当する場合は『○』を記入
「備　 考」………新規・拡充に関する事業であることの補足説明等を適宜記入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※行が不足する場合は行を追加、記入欄が不足する場合は資料を添付



別紙１︓「子育て支援の充実」に関する事業実施予定
市町村名︓○○市

実施年度︓令和○年度

予算事業名 事業内容 推奨取組 事業費（千円）
※市町村負担分のみ

①新規・拡充 ②任意実施 ③継続事業 備考

1 福祉医療費助成事業
（こども医療費助成事業）

こども医療費助成対象拡大（R6.10開始、入
院・通院＝高校生） （ア） 25,338 ○ ○ ○

2 子育て世帯応援事業
（就学支援金給付事業） 中学校入学時に就学支援金を支給 8,522 ○ ○ ○ 令和6年度から新たに実施

3

事業費計 33,860

担 当 課︓ ○○課
電話番号︓○○○ー○○○－○○○○

「予算事業名」…予算調書の事業名を記入（予算事業の一部が対象事業の場合は、対象事業部分の名称を括弧内に記入）
「事業内容」……事業内容を記入　※医療費助成の対象拡大の場合は開始時期・通院・入院別も記入（例︓こども医療費助成対象拡大（R6.10開始、入院・通院＝高校生））
「推奨取組」……通知別添２（１）の「推奨する取組」に該当する事業は（ア）~（サ）を記入
「事 業 費」……対象事業の予算額または見込額を記入（国・県負担分を除いた市町村負担分のみ記入）
「①〜③」………通知別添２（１）「対象事業」の①〜③に該当するかどうか確認し、該当する場合は『○』を記入
「備　 考」………新規・拡充に関する事業であることの補足説明等を適宜記入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※行が不足する場合は行を追加、記入欄が不足する場合は資料を添付

記 入 例



別紙２︓「子育て支援の充実」に関する事業の実施結果（実績）
市町村名︓
実施年度︓

予算事業名 事業内容 推奨取組 事業費（千円）
※市町村負担分のみ

①新規・拡充 ②任意実施 ③継続事業 備考

1

2

3

事業費計

担 当 課︓
電話番号︓

「予算事業名」…予算調書の事業名を記入（予算事業の一部が対象事業の場合は、対象事業部分の名称を括弧内に記入）
「事業内容」……事業内容を記入　※医療費助成の対象拡大の場合は開始時期・通院・入院別も記入（例︓こども医療費助成対象拡大（R6.10開始、入院・通院＝高校生））
「推奨取組」……通知別添２（１）の「推奨する取組」に該当する事業は（ア）~（サ）を記入
「事業費」………対象事業の事業費実績額を記入（国・県負担分を除いた市町村負担分のみ記入）　※額が確定していれば支払前でも支払予定額を記入
「①〜③」………通知別添２（１）「対象事業」の①〜③に該当するかどうか確認し、該当する場合は『○』を記入
「備　 考」………提出済の別紙１実施予定から事業内容等に変更があった場合の変更理由や変更内容等を記入　　　　　　　　　　　　　　　　※行が不足する場合は行を追加、記入欄が不足する場合は資料を添付



別紙２︓「子育て支援の充実」に関する事業の実施結果（実績）
市町村名︓○○市

実施年度︓令和○年度

予算事業名 事業内容 推奨取組 事業費（千円）
※市町村負担分のみ

①新規・拡充 ②任意実施 ③継続事業 備考

1 福祉医療費助成事業
（こども医療費助成事業）

こども医療費助成対象拡大（R6.10開始、入
院・通院＝高校生） （ア） 24,356 ○ ○ ○

2 子育て世帯応援事業
（就学支援金給付事業） 中学校入学時、転入時に就学支援金を支給 75,465 ○ ○ ○

支給対象者に「転入世帯の中学生を追加（制
服等の購入が必要）」したため、事業内容を一
部変更

3

事業費計 99,821

担 当 課︓ ○○課
電話番号︓○○○ー○○○－○○○○

「予算事業名」…予算調書の事業名を記入（予算事業の一部が対象事業の場合は、対象事業部分の名称を括弧内に記入）
「事業内容」……事業内容を記入　※医療費助成の対象拡大の場合は開始時期・通院・入院別も記入（例︓こども医療費助成対象拡大（R6.10開始、入院・通院＝高校生））
「推奨取組」……通知別添２（１）の「推奨する取組」に該当する事業は（ア）~（サ）を記入
「事業費」………対象事業の事業費実績額を記入（国・県負担分を除いた市町村負担分のみ記入）　※額が確定していれば支払前でも支払予定額を記入
「①〜③」………通知別添２（１）「対象事業」の①〜③に該当するかどうか確認し、該当する場合は『○』を記入
「備　 考」………提出済の別紙１実施予定から事業内容等に変更があった場合の変更理由や変更内容等を記入　　　　　　　　　　　　　　　　※行が不足する場合は行を追加、記入欄が不足する場合は資料を添付

記 入 例


